
札幌市告示第 1739 号  

 

「（仮称）「ＳＡＰＰＯＲＯ Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ～輝くサッポロスマイル～」特設ウェ

ブサイト構築等業務」に係る公募型企画競争の実施について、下記のとおり告示する。 

 

令和７年（2025 年）４月 21 日 

札幌市長 秋元 克広   

 

１ 契約担当部局  

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

  まちづくり政策局政策企画部企画課企画係 電話（011）211-2192 

 

２ 公募型企画競争に付する事項 

⑴  業務名 

（仮称）「ＳＡＰＰＯＲＯ Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ～輝くサッポロスマイル～」特設

ウェブサイト構築等業務 

⑵  業務内容 

札幌市では、「Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ（ウェルビーイング）」（精神的、身体的、社会

的にも満たされた状態、一人一人の幸せの実感などを表す概念）に関し、独自の主観

的指標「札幌Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ指標」を設定し、「第３期さっぽろ未来創生プラ

ン」の人口減少適応プロジェクトの１つとして位置づけた。 

Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇを向上させるため、市民一人一人の行動と意識が必要となる

ことから、様々な手法を用いて、Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇの向上を自分事にしてもらえ

るよう取り組むとともに、行政としては、各施策の立案・改善等に生かしていくこと

を検討していくことで、市民がより幸せになることを目指す。 

特に、Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇの向上を自分事に捉えてもらうために、札幌市民の満

足度、幸福度を発信するとともに、市民個々人の状況もそれぞれが把握できるように

するほか、若い世代を中心にあらゆる世代の方々に受け入れるような創意工夫を凝ら

した仕掛けにより、市民のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇへの理解や自分事化を広げていく必

要がある。 

本業務は、市民のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇの向上に向けた行動と意識の醸成を図り、

行政においては各施策の立案・改善等へ生かしていくことを検討することにより、市

民がより幸せになることを目的としている。（詳細は業務仕様書による。） 

⑶ 履行期間  

契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

３ 参加資格 

⑴ 札幌市競争入札参加資格者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑶ 公募開始日から契約締結日までの期間に、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規

定に基づく参加停止の措置を受けている者でないこと。 

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）



に基づく更生手続き又は再生手続きの開始の申し立てがなされている者でないこと。 

⑸ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申し立てがなされている

者でないこと。 

※ 複数者が協力して参加する場合、構成員すべてが（１）～（５）を満たす必要があ

ることに注意すること。 

※ 複数者が協力して参加した場合、契約の相手方は代表者とし、他の構成員は協力者

となる。 

 

４ 参加意向申出書等の提出方法等 

⑴  提出方法 

郵送又は持参 

⑵  提出期間 

令和７年４月２１日（月）～令和７年５月１５日（木）正午までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く日。最終日を除き、受付時間は８時 45 分から 17 時 15 分までとする。 

⑶ 提出先 

上記１のとおり。 

 

５ 提案説明書の交付方法 

  令和７年４月２１日（月）からまちづくり政策局政策企画部ホームページにて公開す

る。 

 

６ 選定方法 

⑴  一次審査（書類審査） 

提出された書類を企画競争実施委員会により審査する。提出者が５者以下の場合は

省略する場合がある。 

⑵ 最終審査（ヒアリング） 

企画競争実施委員会においてヒアリングを実施する。最低基準点を超えた者のう

ち、委員の評価の合計点数が最も高い企画提案を契約候補者とする。 

 

７ その他 

⑴ 次のいずれかに該当した者は失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の記載、その他不正の行為をした者 

イ 提案説明書に定める手続き以外の手法により、実施委員会の委員及び市職員から

助言、援助その他審査の公平を疑われるような行為を受けた者又は当該行為を求め

た者 

ウ 本プロポーザルの手続期間中に指名停止を受けた者 

エ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、提案説明書及び各様

式の留意事項に適合しなかった者 

オ 審査の公平性を害する行為を行った者 

カ その他、提案説明書等に定める手続、方法等を遵守しない者 

⑵ 本プロポーザルに係る一切の経費は、参加者及び提案者の負担とする。 

⑶ 提出期限後の提出書類の訂正・追加・再提出は認めない。 

⑷ 詳細は提案説明書による。 


